
幸田町特定事業主行動計画実施状況について 

令和５年６月３０日 公表 

 

１ 目的 

  次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代育成支援法」という。）第１９条第５項及び女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活躍推進法」という。）第１９条第６項の規定に基づ

き、特定事業主行動計画の取組の実施状況を公表します。 

２ 計画期間 

  令和４年４月１日～令和７年３月３１日までの３年間 

３ 実施状況 

 ⑴ 次世代育成支援法に関すること 

指    標 
参考 

（令和３年度） 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値 

男性職員の育児休業取得率 

（※１） 
５０．０％ ８０.０％   １６％ 

１か月当たりの平均超過勤務時間数 １７.４時間 １８.０時間   １４時間 

職員１人当たりの年間平均年次休暇取得日数 １１.３１日 １３.０２日   １１日 

※１ 「対象年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員数」に対する「新規取得者数（対象年度中に新たに育児休業を取得した者（対象年

度より前に取得可能となった職員数を含む。））」の割合のため、取得率が 100％を超えることがあります。 



 ⑵ 女性活躍推進法に関すること 

指    標 
参考 

（令和３年度） 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値 

採用試験の消防職受験者に占める女性の人数 1 人 ０人   ２人 

管理職に占める女性職員の割合 ２１.４％ ２０.３％   ２０％ 

男性職員の配偶者出産休暇の取得率 ２０.０％ ６０.０％   ４０％ 

男性職員の育児参加のための休暇の取得率 １０.０％ ２０.０％   ４０％ 

 


